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平成〇年〇月〇日  

学籍番号 氏名  

第８章 組織は人にどのような報酬を与えるのか  

 

１．はじめに  

 今回この章を選んだ理由は、組織がどのような過程の中で従業員に報酬を支払うのか、

また、どのようにして基準を決めているかに興味を持ったからである。その中でもキーワ

ードして「賃金形態」に着目し、レジュメを進めていく。  

 

２．内容  

・賃金形態  

➣賃金形態とは、従業員に支払う賃金の単位を指し、賃金形態には大きく分けて働いた時

間（定額賃金制）か成果（出来高賃金制）の２種類しかない。  

 

①  定額賃金制・・・一定時間の労働に対して給与を支払う方式  

②  出来高賃金制・・・従業員の達成した生産高に応じて賃金を支払う形態（歩合給）  

 

・賃金体系  

➣賃金体系とは賃金の構成要素と基準を意味する。賃金形態は大きく分類すると以下の２

つから構成される。  

①現金給与    ②付加給与  

 

●現金給与は、「所得内給与」「所得外給与」「賞与」から構成される。所定労働時間に対す

る報酬が「所得内給与」、所定労働時間を超過した労働に対応した報酬が「所定外給与」で

ある。例えば残業手当や休日勤務手当が所定外給与に相当する。  

 

●付加給与は、福利厚生や退職金など、従業員が安心して勤労生活を送ることや、老後の

生活を保障する目的で支払われる賃金のことである。  

 

・基本給の種類と特徴  

基本給の支払い方には大きく分けて２種類ある。  

①  人基準賃金   ②仕事基準賃金  

 

・人基準賃金（２種類）  

(1)年功給  

●年齢や勤続年数に比例して賃金が上昇する仕組み。  

➣メリット・・・従業員が生活水準に見合った賃金が得られること  

➣デメリット・・・年齢や経験年数が従業員の生産性の高さに結びつかない可能性がある  

(2)職能給  

●従業員が保有している能力に対して賃金が支払われる仕組み。  
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➣メリット・・・幅広い能力の向上に取り組むことにより、従業員が意欲的になる  

➣デメリット・・・年功的な運用に傾き、人件費が上昇しやすい  

 

・仕事基準賃金  

(1) 職能給  

●仕事の大変さに対して賃金が支払われる仕組み。仕事の大変さは職務価値として表され、

「職務遂行の困難度や責任度」や「成果責任」に基づいて定められている。  

➣メリット・・・仕事の価値と給与を連動させることが可能である  

➣デメリット・・・従業員のモチベーションを維持することが難しい  

 

(2)成果給  

●仕事での貢献度合いに基づいて賃金が支払われる仕組み。また、ここでいう成果とは目

標の達成度のことであり、目標管理を通して測定される。  

➣メリット・・・業績向上に対する従業員の意欲を高められる  

➣デメリット・・・従業員が短期的な視点で仕事を進めてしまうこと  

 

・厚生労働省による賃金形態と賃金制度  

(1)賃金形態  

●賃金形態（複数

回答）別に採用企

業割合をみると、

「 定 額 制 」 は

99.2％（前回平成

22 年 99.4％）と

なっており、その

内容をみると、「月

給」が 94.0％（同

94.1％）と最も多

く、次いで「時間

給 」 21.7 ％ （ 同

23.5％）、「日給」

16.2 ％ （ 同

18.5％）、「年俸制」

9.5％（同 13.4％）

となっている（第

17 表）。  

 

(2)賃金制度  

●平成 23 年から 25 年までの過去 3 年間に以下（表 18）の 10 項目のいずれかの改定を行

った企業割合は 28.6％（平成 22 年 34.6％）となっており、これを改定項目別にみると、
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「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」15.0％ (同 17.5％ )が最も高く、

次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」14.1％ (同 16.9％ )、「業績・成果に対応

する賃金部分の拡大」13.1％ (同 15.0％ )などとなっている。  

 

 

 

３．考察  

 賃金体系の基本給を決める基準は様々あるが、それぞれメリットとデメリットがあるた

め、一概にどの賃金体系がいいとは言えない。それぞれの基準をしっかりと把握し、組み

合わせていくことで、よりよいものに進化させていくことが企業にとって大切になってく

ると考察した。  

 

４．参考資料  

・厚生労働省  「平成 26 年就労条件総合調査結果の概況：結果の概要（3 賃金制度）」  
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